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序  文 
 

石油コンビナート等特別防災区域（以下「特別防災区域」という。）においては、大量の石油、高

圧ガス、石油以外の危険物、指定可燃物（可燃性固体類、可燃性液体類）、毒物及び劇物等が種々の

装置、設備、施設等において、貯蔵、取扱い、処理されているため、火災、爆発、漏洩若しくは流

出その他の事故が発生するおそれがあります。 

 そこで、本県においては、特別防災区域に係るそれらの災害を未然に防止し、万一災害が発生し

た場合には拡大を防止することにより、県民の生命、身体及び財産を保護することを目的として、

予防対策や応急活動等、防災関係機関及び特定事業者の果たすべき責務等を規定し、特別防災区域

に係る総合的な防災・減災対策の基本とすべく、本計画を定め、必要に応じてその都度修正を重ね

てきたところです。 

 そうした中、平成 23年 3月 11日、東日本大震災が発生し、他県の特別防災区域では、地震、津

波による甚大な被害が生じたことから、南海トラフ地震への脅威が高まるとともに、特別防災区域

における地震、津波による被害想定の見直しや、想定される災害に対する予防対策及び事業計画等

の見直しの必要性が改めて浮き彫りになりました。 

 また、近年、特別防災区域において人的被害を伴う重大事故が全国的に発生していることから、

特定事業所における取扱物質等の危険性の評価や教育訓練及び技術伝承の重要性が再確認されるこ

ととなりました。 

 本県では、これらの動向を背景に本計画を大幅に見直すこととし、このたび、加筆修正のうえ、

公表することとしました。 
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 ［用語の定義］ 

 この計画における用語は次のとおりとする。 

１ 防災関係法令・・・次の法律及びこれに基づく政令、省令並びに命令等をいう。 

           （１）石油コンビナート等災害防止法 

                         （昭和５０年法律第８４号） 

           （２）災害対策基本法    （昭和３６年法律第２２３号） 

           （３）消防法        （昭和２３年法律第１８６号） 

           （４）高圧ガス保安法     （昭和２６年法律第２０４号） 

           （５）毒物及び劇物取締法  （昭和２５年法律第３０３号） 

           （６）石油パイプライン事業法（昭和４７年法律第１０５号） 

           （７）ガス事業法      （昭和２９年法律第 ５１号） 

           （８）海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 

                         （昭和４５年法律第１３６号） 

           （９）電気事業法      （昭和３９年法律第１７０号） 

          （１０）港湾法        （昭和２５年法律第２１８号） 

          （１１）労働安全衛生法    （昭和４７年法律第 ５７号） 

          （１２）放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 

                         （昭和３２年法律第１６７号） 

          （１３）大規模地震対策特別措置法（昭和５３年法律第 ７３号） 

          （１４）南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 

                         （平成１４年法律第９２号） 

          （１５）その他防災に関する法令 

 

２ 県条例・・・・・・・三重県石油コンビナート等防災本部条例（昭和５１年三重県条例５１号）、 

三重県地震災害警戒本部条例（平成１４年三重県条例４６号）をいう。 

３ 防災計画・・・・・・三重県石油コンビナート等防災計画をいう。 

 ４ 防災本部・・・・・・三重県石油コンビナート等防災本部をいう。 

 ５ 現地本部・・・・・・三重県石油コンビナート等現地防災本部をいう。 

  ６ 市・・・・・・・・・四日市市をいう。 

 ７ 特定事業者（所）・ ・石油コンビナート等災害防止法第２条に定める第一種事業者（所）及び第二種

事業者（所）をいう。 

 ８  防災関係機関・・・・石油コンビナート等災害防止法第２７条第３項第４号に規定する県、関係

特定地方行政機関、関係市、関係公共機関、公共的団体及び陸上自衛隊並

びに県警察をいう。 

９ 防災関係機関等・・・防災関係機関および特定事業者をいう。 

 

 その他の用語は、石油コンビナート等災害防止法第２条に定めるもののほか防災関係法令による。 
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